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(ｳ) 勤務形態・ 勤務条件

職員の勤務形態、 勤務条件を示して下さい。 ( ローテーショ ン表等があれば併せて提出してく ださ

い。 )※ 個人情報を記載しないこと。

なお、 非正規職員から正規職員への転換に向けた職員雇用方針とその取組があれば、 積極的にアピー

ルしてく ださい。

（ ウ） 勤務形態・ 勤務条件

（ ウ） －１ 勤務形態及び勤務条件

スタッフの勤務条件は次表のとおりとします。

【 緑化協会】

緑化協会 スタッフ勤務形態・ 条件（ ４月～11 月）

役 職
勤務
形態

勤務
日数/週

勤務
時間

勤務
時間/週

休憩 休暇 その他

マネージャー

（ 統括管理責任者）

正規職員

5日

8 :45～
17:15

38時間45分

45 分

年次有給休暇
病気休暇

特別休暇

短期介護休暇
子の看護休暇

健康保険

厚生年金

労災保険
雇用保険

① ②サブマネージャー
（ 統括管理責任者代理）

③ ④サブマネージャー

正規職員
以外

管理事務所スタッフ

① ②（ 受付）

スタッフ（ 維持管理）

① ⑦ ⑨ ⑩～ 、 ～

8:45～

17:15

※ 10月以降

30～45分繰上

38時間～
38時間45分

スタッフ

⑧（ 維持管理）
3日

8 :45～
16:30

19時間
30分

労災保険

スタッフ

⑪ ⑫（ 維持管理）
3日

8 :45～

17:15

※ 10月以降

30～45分繰上

23時間
15分

健康保険
厚生年金

労災保険

スタッフ

（ Ｐ.G ① ⑱受付） ～

3～4

日

7 :45～

12:45

12 :15～

17:15

20時間

以内
－ 労災保険

スタッフ

⑲（ 管理棟受付） ～㉑
3 日

8 :45～

17:15

23時間
15分

45 分
健康保険
厚生年金

労災保険

※ このほか、雇用条件により育児休業・ 介護休業、 リフレッシュ休暇

※ 年次有給休暇は、 6 ヶ月継続勤務する者に付与
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緑化協会 スタッフ勤務形態・ 条件（ 12 月～３月）

役 職
勤務
形態

勤務
日数/週

勤務
時間

勤務
時間/週

休憩 休暇 その他

マネージャー
（ 統括管理責任者）

正規職員

5日

8 :45～
17:15

38時間45分

45分

年次有給休暇

病気休暇

特別休暇
短期介護休暇

子の看護休暇

健康保険

厚生年金

労災保険
雇用保険

① ②サブマネージャー

（ 統括管理責任者代理）

① ④サブマネージャー ～

正規職員
以外

管理事務所スタッフ

①（ 受付）

管理事務所スタッフ

①（ 冬期受付）
3 日

23時間15分

労災保険

管理スタッフ

① ④（ 冬期維持管理） ～

8:45～

16 :30
21時間

※ このほか、雇用条件により育児休業・ 介護休業、 リフレッシュ休暇

※ 年次有給休暇は、 6 ヶ月継続勤務する者に付与

【 スペース・ デザイン】

星置公園及び明日風公園 スタッフ勤務形態・ 条件（ ４月～１１月）

役 職
勤務
形態

勤務
日数/週

勤務
時間

勤務
時間/週

休憩 休暇 その他

①公園管理維持スタッフ

常勤

１日

8:00～
17:35

適時

90分

年次有給休暇
介護休暇等 健康保険

厚生年金
労災保険
雇用保険

②公園管理維持スタッフ
２日 16時間 年次有給休暇

③公園管理維持スタッフ

【 マルミ プラス】

山口緑地パークゴルフ場（ 西コース） スタッフ勤務形態・ 条件（ ４月～１１月）

役 職
勤務
形態

勤務
日数/週

勤務
時間

勤務
時間/週

休憩 休暇 その他

①公園管理維持スタッフ

常勤
適時

７:30～
17:00

適時
90分

年次有給休暇
介護休暇等

健康保険
厚生年金
労災保険
雇用保険②公園管理維持スタッフ 年次有給休暇

③公園管理維持スタッフ ④ １日 8時間 ＿
労災保険
雇用保険

【 横山造園】

山口緑地（ 西エリア） スタッフ勤務形態・ 条件（ ４月～１１月）

役 職
勤務
形態

勤務
日数/週

勤務
時間

勤務
時間/週

休憩 休暇 その他

山口西エリア
①維持管理スタッフ

常勤

2日
8:00～
17:00

8時間 60分

年次有給休暇
介護休暇等

健康保険
厚生年金
労災保険
雇用保険

山口西エリア
② ③ ④ ⑤維持管理スタッフ

⑥
1日 年次有給休暇
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（ ウ） －２ スタッフローテーショ ン

当公園スタッフの勤務ローテーショ ンの例を、 次表に示します。

【 緑化協会】

前田森林公園及び山口緑地 スタッフ勤務ローテーショ ン（ ４月～11 月）

前
田
森
林
公
園
・
星
置
公
園
・
明
日
風
公
園

役職 日 月 火 水 木 金 土

マネージャー（ 統括管理責任者） ○ ○ ○ ○ ○

①サブマネージャー （ 統括管理責任者代理） ○ ○ ○ ○ ○

②サブマネージャー （ 統括管理責任者代理） ○ ○ ○ ○ ○

③サブマネージャー （ 前田森林公園常駐） ○ ○ ○ ○ ○

①管理事務所スタッフ（ 受付） ○ ○ ○ ○ ○

②管理事務所スタッフ（ 受付） ○ ○ ○ ○ ○

①スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

②スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

③スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

④スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

⑤スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

⑥スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

⑦スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

⑧スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○

山
口
緑
地

④サブマネージャー （ 山口緑地常駐） ○ ○ ○ ○ ○

⑨スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

⑩スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○ ○ ○

⑪スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○

⑫スタッフ（ 公園維持管理） ○ ○ ○

⑳スタッフ（ 受付） 〇 〇 〇

スタッフ（ 受付） ㉑ 〇 〇

スタッフ（ 受付） ㉒ 〇 〇

前田森林公園及び山口緑地パークゴルフ場 スタッフ勤務ローテーショ ン（ ４月～11 月）

前
田
森
林
公
園
Ｐ
Ｇ

役職 日 月 火 水 木 金 土

①スタッフ（ 受付） 早番 遅番 早番 遅番

②スタッフ（ 受付） 早番 遅番 早番 遅番

③スタッフ（ 受付） 早番 遅番 早番 遅番

④スタッフ（ 受付） 遅番 早番 遅番 早番

⑤スタッフ（ 受付） 早番 遅番 遅番 早番

⑥スタッフ（ 受付） 遅番 遅番 早番 早番

⑦スタッフ（ 受付） 早番 遅番 遅番 早番

山
口
Ｐ
Ｇ
西

⑧スタッフ（ 受付） 早番 遅番 早番

⑨スタッフ（ 受付） 早番 遅番 遅番

⑩スタッフ（ 受付） 遅番 早番 早番

⑪スタッフ（ 受付） 遅番 早番

⑫スタッフ（ 受付） 遅番 早番 遅番
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役職 日 月 火 水 木 金 土

山
口
Ｐ
Ｇ
東

⑬スタッフ（ 受付） 早番 遅番 早番 遅番

⑭スタッフ（ 受付） 早番 遅番 早番 遅番

⑮スタッフ（ 受付） 早番 遅番 早番 遅番

⑯スタッフ（ 受付） 遅番 早番 遅番 早番

⑰スタッフ（ 受付） 早番 遅番 遅番 早番

⑱スタッフ（ 受付） 遅番 遅番 早番 早番

⑲スタッフ（ 受付） 早番 遅番 遅番 早番

前田森林公園スタッフ勤務ローテーショ ン（ 12 月～3 月）

前
田
森
林
公
園
・
星
置
公
園
・
明
日
風
公
園

役職 日 月 火 水 木 金 土

マネージャー（ 統括管理責任者） ○ ○ ○ ○ ○

①サブマネージャー （ 統括管理責任者代理） ○ ○ ○ ○ ○

②サブマネージャー （ 統括管理責任者代理） ○ ○ ○ ○ ○

③サブマネージャー （ 前田森林公園常駐） ○ ○ ○ ○ ○

④サブマネージャー （ 前田森林公園常駐） ○ ○ ○ ○ ○

①管理事務所（ 受付） ○ ○ ○ ○ ○

②管理事務所（ 冬期受付） ○ ○ ○

①冬期公園維持管理スタッフ ○ ○ ○

②冬期公園維持管理スタッフ ○ ○ ○

③冬期公園維持管理スタッフ ○ ○ ○ 〇

④冬期公園維持管理スタッフ ○ ○ ○ 〇

【 スペース・ デザイン】

星置公園及び明日風公園 スタッフ勤務ローテーショ ン（ 4 月～11 月）

星
置
・
明
日
風

公
園

役職 日 月 火 水 木 金 土

①公園維持管理スタッフ ○

②公園維持管理スタッフ ○

③公園維持管理スタッフ ○ ○

【 マルミ プラス】

山口緑地パークゴルフ場（ 西コース） スタッフ勤務ローテーショ ン（ 4 月～11 月）

山
口
Ｐ
Ｇ
西

役職 日 月 火 水 木 金 土

①公園維持管理スタッフ 適時

②公園維持管理スタッフ ○

③公園維持管理スタッフ ○

④公園維持管理スタッフ ○

【 横山造園】

山口緑地（ 西エリア） スタッフ勤務ローテーショ ン（ 4 月～11 月）

山
口
緑
地

役職 日 月 火 水 木 金 土

①山口西エリア維持管理スタッフ ○ ○

② ③ ④山口西エリア維持管理スタッフ ○

⑤ ⑥山口西エリア維持管理スタッフ ○
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（ ウ） －３ 非正規職員から正規職員への転換の取組

緑化協会では、 優秀な人材を確保するために、有期雇用契約者の中から正職員への登用に

積極的に取り組んでいきます。

【 最近の正規職員化の実績】

・ 令和３年度 １名

・ 令和２年度 １名

・ 令和元年度 4 名

・ 平成30 年度 １名



38

ウ 人材育成・ 研修計画

職員に対する研修、 指導教育の基本方針、 研修計画を示してく ださい。

ウ 人材育成・ 研修計画

ウー１ 人材育成・ 研修計画の基本方針

当コンソーシアムの代表である緑化協会は、 設立目的に沿っ

た運営や事業実施が、 スタッフ一人ひとりの成長と密接に関連

すると捉えています。

この観点から、 当コンソーシアムでは、 スタッフの知識と技

術力、 ホスピタリティ 向上のため、 緑化協会の運営方針である

公益性「 ５つのＫ」 を基本として、 次のような講習・ 訓練・ 研

修を組織的、 計画的に行い、 スタッフ一人ひとりの総合的力量

を高めることで、 組織力の強化と利用者満足度の向上につなげ

ていきます。

ウー２ 人材育成・ 研修計画の具体的内容

① 【 公平】 利用者満足度の向上

“ ”利用者満足度の向上を図るため、 スタッフ全員が常に おもてなしの心 を持ち、 ホス

ピタリティ の向上に努めます。

また、 公園の平等・ 公平な利用を確保した上で、 利用者満足度を高められるよう、 柔軟

で温かみのある対応ができるスタッフの育成に努め、 利用者の満足度を高めます。

② 【 公開】 安全・ 安心の確保と的確な情報発信

下表のとおりスタッフの教育・ 訓練・ 研修を行い、 当公園の利用者及びスタッフの安

全・ 安心を確保します。

また、 誰もがホームページから正しい情報を容易に得られるよう 担当者の講習を行い、

公式ホームページのウェブアクセシビリティ 確保に努めます。

③ 【 効率】 効率的・ 効果的な施設経営

当コンソーシアムの代表団体である緑化協会では、 長期的な経営的視点で、 札幌市の

財産である当公園の価値向上を図ることを目指して、 スタッフのキャリアアップにつな

がる資格取得・ 研修受講や自己学習を促して資質の向上を図るとともに、 ひいては効率

的・ 効果的な公園経営につなげます。

④ 【 協働】 連携・ 協働による地域の活性化

緑化協会では、 当公園において市民活動に意欲のある方を積極的に受け入れ市民協働

による管理運営を進めていきます。

また、 ボランティ ア対応スタッフを育成して地域住民とのコミ ュニケーショ ンを図り、

当公園での市民活動を積極的に支援します。

⑤ 【 環境】 良好な環境の創造・ 継承

緑化協会は、 地域の構成員として社会的責任を果たし、 公園管理において生じる地球

環境への負荷を低減させ、 良好な環境を次代へ引き継ぐため、 ＥＭＳを策定、 運用して

います。 当公園の管理に当たっては、 ＥＭＳに基づいて積極的に環境活動に取り組むほ

か、 広く 市民に対して、 環境を考える機会や情報の提供に努めます。
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人材育成・ 研修計画一覧

区 分 研修内容 目 的 対象者 頻度・ 時期

公
平

利用者

サービスの

向上

初任者研修

公園の管理者、 スタッ

フとして必要な心がま

えと基本知識の取得

新規採用者 1 回/採用時

年度初め研修
管理運営・ 作業マニュ

アル等を理解する
全スタッフ 1 回/年

接遇・ サービス研修
サービス向上、

的確で親切な対応を

身につける

全スタッフ 1 回/年

サービス接遇検定 全スタッフ 随時

バリアフリー講習 新規採用者 随時

公
開

法令遵守

コンプライアンス研修 業務上遵守すべき関係

法令、 条例、規則を

理解する

マネージャー

サブマネージャー
随時

個人情報保護法
個人情報取扱

スタッフ

情報のバリ

アフリー化

ウェブアクセシビリティ

講習

公平・ 平等な情報発信

手法を理解する

ホームページ

制作担当者
随時

防火・ 防災

普通救命講習
迅速・ 的確な初期対応

を身につける

新規及び更新対象

スタッフ
1 回/年

緊急時訓練

（ 消防、災害）

火災の未然防止及び

発生時の的確な行動の

確保

防火対象施設

スタッフ
1 回/年

遊具の日常点検講習
事故の未然防止と

施設の長寿命化
未受講スタッフ 随時

安全衛生

安全大会 シーズン初めの危険認

識共有と意思統一

協会スタッフ 4 月開催

安全衛生研修 各現場スタッフ 4 月開催

機械等運転操作・ 安全

作業研修

運転操作技術取得、

事故の未然防止
緑地管理スタッフ

1 回／年

以上

ハザードマップと

ヒヤリハット 勉強会

KY 活動と併せ

事故の未然防止
緑地管理スタッフ

1 回/雇用時

後随時

効
率

効率的・

効果的な

公園経営

公園管理運営士
確実なマネジメント

推進

マネージャー

サブマネージャー
随時

造園施工管理技士 知識・ 技術の向上
マネージャー

サブマネージャー
随時

農薬指導士 知識・ 技術の向上
マネージャー

サブマネージャー
随時

キャリアアップ研修 キャリアの形成・ 向上 正規職員 随時

協
働 連携・ 協働 ボランティ ア支援講習等

ボランティ ア活動支援

市民参加・ 協働に係る

講習会等への参加

ボランティ ア

コーディ ネーター
随時

環
境

環境への

配慮
環境マネジメント 研修 EMS の理解と実践 全スタッフ 1 回/年
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エ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上

都市公園における職員の雇用に関して、 関連する法令及び各法令に基づき行なう規定の整備、 届出等

の内容を示してく ださい。

また、 職員の雇用環境の維持向上に向けた取組の基本的な考え方、 取組の内容を示してく ださい。 特

に、 ワーク・ ライフ・ バランスの推進など、 職員の雇用環境等を向上させることで市民サービスの向上

等に結び付く 具体的な取組があれば積極的にアピールしてく ださい。

なお、 ワーク・ ライフ・ バランスの推進の取組については、 様式３ －２ にある取組を実施している

○（ 実施する） 場合は、該当する取組に を付けてく ださい。

エ 労働関係法令の遵守、 雇用環境の維持向上

エ－１ 雇用環境維持・ 向上に向けた基本的な考え方

緑化協会は、 スタッフの能力を最大限発揮するためには、 安心して働く ことのできる健全

な職場環境を保持・ 整備することが重要であると考えます。 また、 スタッフの雇用をしっか

りと守ることにより、 良質な市民サービスの提供や社会貢献へのモチベーショ ンの向上につ

なげたいと考えます。

エ－２ 労働関係法令の遵守と関係規程の整備、 届出等

スタッフが安心して働く ことのできる雇用環境を確保し、 事業者としての社会的責任を果

たすため、 下表の法令及び緑化協会が自ら整備した雇用に係る規程を遵守し、 必要な費用を

負担し各種届出等の手続きを行います。

法令等 実施内容

労働基準法

■ 常に関係法令を遵守し、 改めた就業規則は速やかに労働基準監督署へ届け出ま

す。また、 内容をスタッフへ周知徹底します。

■ 時間外労働・ 休日労働に関する規程は労働者代表と協定を締結し、 労働基準監督

署へ届け出ます。

■ 給与の支払時期・ 支払方法等、 賃金に関する事項を遵守します。

■ 年次有給休暇は法定日数を付与するとともに、取得しやすい環境を整備します。

■ その他労働基準法に基づく 労働条件を確保します。

最低賃金法
■ すべてのスタッフについて、 最低賃金制度に基づく 最低賃金以上の取扱いを徹底

します。

労働安全衛生法・
労働者災害補償保険法

■ 法令に基づく 定期健康診断を実施します。

■ 安全衛生委員会を設置し、 労災事故防止の取組や職場診断等を実施します。

■ 総括安全衛生管理者、 衛生管理者及び安全衛生推進者を選任します。

■ 産業医等医療専門者から指導・ 助言を得て、 スタッフの健康管理を行います。

■ 万一、 労災事故が発生した場合は、事故原因を速やかに検証・ 記録し、 再発防止

策を講じます。また、 労働者災害補償保険法に基づく 補償を遵守し、 被災スタッ

フの円滑な職場復帰を促進します。

■ 中央労働災害防止協会に加入し、必要な情報の入手と基本的安全行動の徹底を図

ります。

■ その他法令に基づく 措置を実施します。

健康保険法・
厚生年金保険法

■ 被保険者に関する事項を遵守し、年金事務所等へ届け出ます。

■ 健康保険料及び厚生年金保険料を遅滞なく 納付します。

■ その他健康保険法・ 厚生年金保険法に基づく 事項を遵守し、 関係書類を届け出ま

す。

雇用保険法
■ 被保険者に関する事項を遵守し、公共職業安定所へ届け出ます。

■ その他雇用保険法に基づく 事項を遵守します。

労働保険の保険料の徴収
等に関する法律

■ 労働保険料算定基礎賃金等を北海道労働局へ報告し、 労働保険料を遅滞なく 納付

します。
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法令等 実施内容

労働契約法

■ 雇用契約書により労働条件を明示し、労使双方で契約を締結します。

■ 無期労働契約への転換、 雇止め法理の法定化、不合理な労働条件の廃止に関する

定めを遵守し、有期労働契約で雇用するスタッフが安心して働ける職場環境を確

保します。

障害者雇用促進法・
障害者差別解消法

■ 障がい者の雇用機会確保に努め、職業生活の安定を支援します。

■ 障害者差別解消法を遵守し、 採用その他雇用条件に関して差別的取扱いの排除を

徹底します。

高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律

■ 職員の定年退職後の継続雇用制度を整備し、 高年齢者の高い就労意欲と蓄積され

た知識・ 技術を事業運営に活用します。

育児・ 介護休業法
次世代育成支援対策推進
法

■ 育児・ 介護休業法に基づく 休業制度をスタッフに周知し、希望者の勤務形態に配

慮するなど働きながら安心して休むことができる職場づく りを推進します。

■ 育児休業希望者に対し、産前6 週間・ 産後8 週間の休暇を付与します。

■ 「 子の看護休暇」 及び「 短期の介護休暇」 は、時間単位で付与し、 休暇を取得し

やすい環境を整備します。

■ 次世代育成支援対策推進法に基づく 一般事業主行動計画を策定しスタッフに周知

するほか、 ホームページで公表します。

■ 職業家庭両立推進者を選任し、スタッフの職業生活と家庭生活の調和を図るよう

支援します。

労働者の心の健康の保持
増進のための指針

■ 安全衛生委員会で「 心の健康づく り計画」 の審議・ 改善を行い、 メンタルヘルス

ケアの一層の充実を図ります。

■ スト レスチェックの実施と専門家による職場分析を活用し、 職場環境等を向上さ

せます。

■ スト レス要因の防止・ 軽減を重視し、 メンタルヘルスケア推進に関する教育研修

の実施や情報収集に努めます。

■ メンタルヘルスケアの推進にあたっては、 スタッフのプライバシーに配慮しま

す。

職場のハラスメント 防止
のための取組

■ ハラスメント 行為を防止することを事業主自らが決意表明し、 行為を発生させな

い組織風土と快適な職場づく りに取り組みます。

パート タイム労働法

■ 短時間雇用管理者を選任し、 短時間雇用者が充分に能力を発揮できるよう雇用環

境の充実・ 改善を図ります。

■ 雇用時における事業主からの説明義務を果たし、 スタッフからの相談に応じる体

制を整備します。

男女雇用機会均等法
女性活躍推進法

■ 機会均等推進責任者を選任し、職場における性差別の防止等必要な措置を講じま

す。

■ 女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画を策定しスタッフに周知するほか、

ホームページで公表します。

■ 緑化協会は、 えるぼし認定の段階３を取得しています。

公正な採用選考
■ 厚生労働省の基準に基づく 公正採用選考人権啓発推進員を選任するなど、公正な

採用を行い就業の促進を図ります。

裁判員の参加する刑事裁
判に関する法律

■ 裁判員の仕事に従事するために必要な休暇を申し出たスタッフに対し、 不利益な

取扱いを避けるため、 就業規則で休暇付与の権利を明確にします。また、 この休

暇取得者に関する情報は、必要最低限の者のみが把握する体制を整備します。

雇用に関して整備してい
る規程

・ 就業規則 ・ 職員採用方法取扱要綱 ・ 職員被服貸与要綱

・ 派遣職員取扱要綱 ・ 職員育児休業等取扱要綱 ・ 職員健康診断受診要綱

・ 再雇用職員取扱要綱 ・ 職員介護休業取扱要綱 ・ ハラスメント 防止指針

・ 給与規則 ・ 契約職員取扱要綱

・ 旅費規則 ・ 特定職員取扱要綱

・ 職員退職金規則 ・ パート ナー職員取扱要綱

・ 旧姓使用取扱要綱 ・ 臨時職員取扱要綱

・ 業務に必要な公的資格取得支援取扱要綱
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エ－３ 雇用環境維持・ 向上の具体的な取組

当コンソーシアムの代表企業である緑化協会では、 雇用環境の維持向上のため次の取組を

行っており、 今後も引き続き実施します。

① 業務に必要な公的資格の取得支援

公園・ 施設における業務のレベルアップと市民サービスの向上のため、 業務遂行上必要

な知識・ 技能を習得し、 公的資格を取得しようとするスタッフに対して、 規程を整備し、

その費用を負担し支援します。 特に作業上の必須資格については、 就業形態を問わず確実

に取得を進めます。

② 人材育成研修の励行

接遇や知識・ 技術に関する研修を行い、 社会人として求められるビジネスマナーや管理

運営能力の向上を目指します。

③ 健康事業所宣言と健康保険委員による職場の健康づく り

行政や経済界では、 従業員の健康管理を経営的な視点で考え、 戦略的に実践する“ 健康

経営” を推奨しています。 緑化協会では、 スタッフが心身ともに元気に働く ことができる

よう、 この取組の一環である「 健康事業所宣言」 を全国健康保険協会に登録しています。

また、 健康保険委員を選任し、 同協会から法改正や健康関連の最新情報を入手し、 職場の

健康づく りに役立てています。

④ 安全衛生委員会の活用・ 活性化

安全衛生委員会の機能を最大限に発揮させ、 労災防止と安全衛生確保のため、 実効的な

対策に取り組みます。 また、 中央労働災害防止協会に加入し、 必要な最新情報や先進事例

を入手して検討するなど、 職場全体の安全体制に役立てています。

⑤ 有期契約労働者の無期労働契約への転換

平成25 年4 月1 日施行の改正労働契約法に基づく 無期転換ルールにより、 適切に運

用します。 優秀な人材を確保・ 継続雇用することで、 公園・ 施設の管理運営水準を高く 保

つよう努めます。

⑥ 公正な採用試験の実施

採用試験により、 応募者の知識・ 技術・ 経験・ 体力・ マナー等を総合的に判断し、 公正

に採用します。 このことにより、 質の高い管理を行う人材を確保し、 市民サービスの向上

につなげます。

また、 公正採用選考人権啓発推進員を選任し、雇用機会の均等に努めます。

⑦ 高年齢者の就労環境の整備

有期雇用契約者の更新限度を満70 歳となる年度の末日とするなど、 高年齢者の高い就

労意欲、 豊かな知識、 熟練した技術を事業運営に活用します。

⑧ 職場内コミ ュニケーショ ンの活性化

毎朝のミ ーティ ング等を活用して、 スタッフの自発的な意見交換の場とすることで、 職

場内のコミュニケーショ ンを活性化させ、 公園・ 施設管理の質の向上につなげます。
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エ－４ ワーク・ ライフ・ バランスの推進

当コンソーシアムは、 スタッフの仕事と生活の調和を目指すとともに、 有能な人材の確

保・ 育成・ 定着を図るため、 ワーク・ ライフ・ バランスの推進に努めます（ なお、 緑化協会

は札幌市ワーク・ ライフ・ バランスplus 企業認証のステップ2 の認証を受けています）。

緑化協会が特に力を入れる取組を次に示します（ 団体別の取組は様式3-2 を参照）。

① 育児・ 介護休業取得者への配慮

育児・ 介護休業制度の意義と内容をスタッフに分かりやすく 説明・ 周知します。

職場内に専門の相談窓口を設け、 休暇取得を推奨します。 また、 休業中・ 復職後のスタ

ッフが安心して働く ことができるよう、 勤務形態等に配慮するなど職場復帰を支援します。

安心して子育てができる取組を実行している企業として「 さっぽろ市

民子育て支援宣言」 に登録し、 広く アピールするとともに、 仕事と生活

の調和がとれた働きやすい環境づく りに努めます。

② ノー残業デーの励行

スタッフの健康保持等の福利厚生に資するため、 週 1 回のノー残業デ

ーを設定し、 励行します。

また、 全職場に導入している就業管理システムを活用することにより、 時間外勤務の執

行状況を常に把握し、 業務配分の偏りを適切に改善します。

③ 年次有給休暇取得の奨励

仕事と私生活の調和を円滑に図ることができるよう、 勤務シフト 作成時にスタッフの休

暇を計画的に取り込むなど、 休暇取得を奨励します。

④ ハラスメント 防止の取組

セクシャルハラスメント やパワーハラスメント 等の防止を職場内で徹底します。 また、

就業規則やハラスメント 防止指針に基づき、 対応方針と取扱いを明確にします。

現場管理者のほか総務課担当者を窓口とするサポート 体制を整備し、 すべてのスタッフ

に周知し、 ハラスメント 防止と根絶に努めます。

⑤ 女性の活躍の推進

職場における女性の活躍については、 採用、 継続就業、 管理職比率

などの具体的な目標を定めて推進を図っており、 優れた取組を実施し

ている事業主として、 女性活躍推進法に基づく 「 えるぼし認定」（ 認定

段階３： 3 段階中の最高位） を受けています。

また、 子育てと仕事の両立及び女性の活躍に積極的に取り組む企業

として、「 札幌市ワーク・ ライフ・ バランスplus」 ステップ2（ 3 段階

中の2 段階） の認証を受けています。

⑥ 正職員への内部登用

一般公募による採用とは別に、 協会スタッフから選考試験を行う な

ど、 積極的に正職員への登用を進めます。 また、 このことにより、 スタ

ッフの意欲向上を図るとともに、 業務の円滑な遂行と効率化につなげま

す。
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(2) 管理水準の維持向上に向けた取組

情報共有、 業務の見直し等の組織的な取組を具体的に示してく ださい。

（ ２ ） 管理水準の維持向上に向けた取組

（ ２） －１ 組織的な情報共有の取組

当公園に関する情報について、 委託先スタッフを含む関係者全員で共有することは、 利

用者サービス、 維持管理水準、 安全性等を保つ上で極めて重要と当コンソーシアムは考え

ます。 当コンソーシアムでは、 情報収集・ 伝達・ 評価・ 改善を一連のシステムとして採り

入れ、 次のような方法で情報の共有に努めます。

① 教育訓練

情報共有の必要性と方法等について、 雇用開始時又は年度当初のスタッフ研修で教育し

ます。

② 組織全体の情報共有

当公園の情報については、 基本的に報告書等により緑化協会事務局及びコンソーシアム

を構成する各社に伝達します。 また、 緑化協会では、 Web 上の協会共有サーバーを利用

して各公園と事務局間で情報を共有し現場管理に役立てています。 今後も、 電子メールや

メーリングリスト 等を活用して、 現場スタッフも含めた迅速な情報共有体制を確保します。

③ 当公園スタッフにおける情報共有

ａ 日常の情報伝達と指示

園内の施設等に関する情報や注意事項等は、 毎朝のミ ーティ ングにおいて口頭又は

文書で委託先を含む全スタッフに伝えます。

ｂ 研修会等受講によるレベルアップ

毎年、 グリーンシーズン前に、 接遇サービス、 救急救命、 緊急事態対応訓練、 安全

講習、 施設利用案内等の研修を行い、 全スタッフが必要な情報と動態を身につけて、

知識・ 技術を高めます。

ｃ ワークショ ップ

以下の講習・ 研修等については、 随時、 ワークショ ップ形式で実施します。

・ 機器類の運転操作

・ 安全作業、 施設点検等のスタッフ研修

・ 個別具体的な事例の接遇研修

・ 利用者からの要望に基づく 施設改修やサービス改善に関する研修

・ 作業方法の改善指示等の研修

また、 他公園で事故等があった場合は、 札幌市からの通知や緑化協会の事故報告書

等を確認し、 スタッフによるワークショ ップで実践的に検証します。

ｄ ミ ーティ ング

作業計画、 要望への対応、 イベント ・ プログラムの企画などは、 定例的に行うスタ

ッフミ ーティ ングで、 その都度議論し、 情報の共有を図ります。
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（ ２） －２ 業務の見直し等の組織的な取組

管理やサービスの質の向上を図り、 利用者満足度を高め

るため、 事業や業務の改善、 見直し について、 計画

（ Plan） -実行（ Do） -評価（ Check） -改善（ Act） サ

イクルにより継続的に取り組みます。

【 ＰＤＣＡサイクルによる改善事例（ 緑化協会） 】

事例

段階
札幌市に提出する報告書作成 札幌市に提出する報告書作成の効率化

Ｐ

計画

札幌市に提出する報告書作成の効率化のほ

かデータの蓄積と分析。

札幌市に提出する報告書作成を更に効率化す

る改善を計画。

Ｄ

実行

札幌市の要求様式と緑化協会の必要データ

等を検討した結果、 緑化協会独自仕様のシ

ステムを構築。

令和３ 年度に再度、 札幌市の要求様式と緑化

協会の必要データ等を検討し、 新様式を作成

した。

Ｃ

評価

平成26 年度から各公園・ 施設で運用を開

始し、 各公園から改善要望を集約。

令和４ 年度から各公園・ 施設で運用を開始

し、各公園から改善要望を集約。

Ａ

改善

平成 26 年度からシステムを運用しなが

ら、 効率化や使いやすさの向上を目指し、

次の計画に繋げた。

新様式の更なる効率化や使いやすさの向上を

目指し、改善を継続的に取り組む。

接遇・ 案内サービス

① 計画

園内では全スタッフが利用者と接する機会があるため、 グリーンシーズン前や適切な時

期に接遇・ サービス研修、 バリアフリー講習等を実施するとともに、 スタッフ間の情報伝

達方法を確認します。

② 実行

アンケート 、 投書のほか、 緑化協会の「 苦情等対応報告票」（ Ｐ .55） などにより、 ニ

ーズやリクエスト 、 サービスに対する基礎情報を収集します。

これらの情報を整理し、 ミ ーティ ングや文書などでスタッフに伝え、 誰もが正確な情報

を持って利用者に対応できるようにします。 また、 ホームページの記事等を日々 確認し、

情報の新鮮さと正確性に注意します。

③ 評価

アンケート 、 投書、 苦情等対応報告票などの情報を集計・ 分析し、 接遇に対する利用者

の満足度を評価します。

④ 改善

評価の結果に基づき、 接遇に係る人員配置、 情報内容、 情報の伝達方法、 案内の内容等

を点検します。 その結果、 抽出・ 特定された問題点の改善策を全スタッフで検討し、 次の

計画に反映させます。

PDCAサイクルによる管理や
利用者サービスのらせん的向上
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維持管理作業

① 計画

指定管理期間の業務指針や年間作業計画を作成し、 より良い手法・ 手順のための試行

や高効率の機器の導入について、 スタッフで検討します。

② 実行

マネージャーは、 計画に沿って作業・ 点検等を指示し、 実施します。 また、 清掃や植物

管理など、 天候や生育状況によって左右される作業は、 状況に応じて弾力的に実施します。

点検票、 巡視票、 報告、 労務量集計のほか、 アンケート 、 苦情等対応報告票などで収集

した情報を整理・ 確認します。

③ 評価

マネージャーは、 情報の記録のほか、 アンケート 結果、 担当スタッフからの作業経過の

聴き取りなどを基に、 作業目標、 品質目標、 利用者満足度等について、 月ごとと四半期ご

との達成度を評価します。

④ 改善

作業計画に対する結果の評価を基に、 作業計画・ 手順、 指示系統について見直します。

また、 改善計画についてスタッフと共に検討し、 次回の計画に反映させます。

イベント ・ プログラムの実施

① 計画

イベント ・ プログラムの各担当スタッフや、 参加者数、 売上、 満足度等の目標値、 新た

な取組事項等を定めた年間計画を作成します。

② 実行

それぞれの業務の実施前に必要となる準備、 広報、 各種申請手続等について、 十分な余

裕をもって行います。 安全・ 安心の確保を第一に、 悪天候時等についても万全に対応でき

るよう努め、 各業務の実施内容や参加者数などを記録し、 運営や教育効果等の情報を収集

します。 また、 アンケート 等によって参加者のニーズ、 満足度等の基礎情報を収集します。

③ 評価

マネージャーは、 設定した目標に対して結果を分析し、 目標達成度を評価します。 また、

各業務の評価、 達成状況等を集計した総合的な評価を作成します。

④ 改善

マネージャーは、 サービス向上、 利用促進の観点から、 各イベント の運営状況や達成状

況等について総合的に評価し内容等の改善を検討します。 改善計画は、 次回の各業務に反

映させます。

当公園に関する情報について、 委託先スタッフを含む関係者全員で共有することは、 利用

者サービス、 維持管理水準、 安全性等を保つ上で極めて重要と当コンソーシアムは考えます。

当コンソーシアムでは、 緑化協会が運用する情報収集・ 伝達・ システム監視・ 評価・ 改善

の一連のシステムを採り入れ、 次のような方法で情報の共有に努めます。
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（ ２） －３ 管理における情報共有と業務の改善

当コンソーシアムでは、 管理の質の一層の向上を図るため、 利用者からの意見や苦情のほ

か、 施設の安全、 運営の効率化、 適正な植物管理などの情報を管理運営に携わる全スタッフ

が共有し、 次の点を重視して業務を進めます。

苦情等の情報の共有、 業務の改善方法

利用者等からの苦情等の情報は、 速やか

に苦情等対応報告票に記録します。 報告票

には苦情等の要旨、 対応の経過、 取組事項

等をまとめ、 緑化協会事務局及びコンソー

シアム各社へ報告するとともに、 毎日のミ

ーティ ングで公園スタッフに周知します。

また、 承認を得た改善案についても、 マ

ネージャーから公園スタ ッ フに周知し ま

す。 手順等の大幅な改善や、 設備等の大規

模な改修を必要とする場合には、 札幌市と

協議を行い、 認識と情報の共有を徹底しま

す。

マネージャーは改善結果とその効果を記

録し、 再び協会事務局に報告します。 報告

票は、 承認を得た後、 個人情報を伏せた上

で他の公園・ 施設のスタッフにも配信し、

業務の改善に役立てます。

このよう に、 当コンソーシアムの役員・

職員全員が共有し、 利用者の視点からサー

ビスや施設のあり方を広く 検討するととも

に、 結果の検証や改善計画の策定により、

施設やサービス、 維持管理水準の向上を図

ります。

安全・ 危機管理等に関する情報の共有、 業務の改善方法

当コンソーシアムは、 当公園の安全管理や災害時の対応等の情報を共有し、 施設や利用者

の安全確保について、 より有効に機能するよう改善していきます。

① 公園内での情報共有

ａ 職場内での安全に関する情報共有の方法は、 ワークショ ップ形式を基本とします。

スタッフからの安全管理等への提案を積極的に聴き取り、 全員で業務の改善につな

げる体制を維持します。

ｂ 日々 の情報は、 毎朝のミ ーティ ングでスタッフに伝え、 業務の改善につなげます。

ｃ 日々 記録・ 共有しているヒヤリ・ ハット 体験を検証して改善を図ります。

ｄ 当公園又は他公園・ 施設で事故が発生した場合は、 事故報告書等を活用し、 安全管

理について実践的に検証するなどして、 業務の改善を図ります。

ｅ 日々 、 危険発生の可能性がある箇所を点検・ 確認するとともに、 ハザードマップを

随時更新し、 全スタッフへの周知、 安全管理の徹底を図り公開します。

ｆ 全スタッフに緊急連絡網を周知し、 緊急体制の共有と迅速な対応を図ります。

ニーズ情報の共有

アンケート

ご意見箱、 望書

投書、メール、

電話、面談等

札幌市 らの通達

情

報

個別苦情等

聞き取り ・ 記録、 現地確

認・ 記録、 対応手順説明、

1 週間以内の回答を説明

アンケート

実施・ 結果分析

各本部・現場全スタッフ

情
報
共
有

各本部・現場全スタッフ

集計結果通知・ 説明

成果・ 課題抽出
アンケート 自体の評価

事業評価

〈 緑化協会〉 〈 現場〉

〈 〉 ﾐ ﾃー

〈 〉

〈 横山造園〉 研修会

各本部回覧

意見聴取

苦情対応報告票作成
苦情等対応報告票引継

苦情回答案作成

計画の向上・ 見直し

苦情者へ回答

回答説明・ 周知
報告票再承認

各本部報告、 公園内掲示

改善方法検討
スタッフミ ーティ ング

ワークショ ップ

情
報
共
有
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② 当公園に関する組織的な情報共有

緑化協会事務局からは、 安全管理や災害等に対する最新情報を電子メール、 メーリ

ングリスト 等により、 当公園を含む全公園・ 施設スタッフ・ コンソーシアムを構成す

る各社に周知します。 一方、 現場スタッフからは、 電子メールによる事故報告書等の

提出により、 コンソーシアム間の情報共有を図ります。

③ 緑化協会の公園・ 施設間での情報共有

緑化協会では、 毎月の営業会議及び安全衛生委員会で、 各公園・ 施設での安全管理

に関する提案や実践事項等を検討し、 公園・ 施設間での情報共有と安全への取組を推

進しています。 また、 事故報告書や札幌市からの通知文書等については、 各公園・ 施

設での業務改善につながる要素を検討し、 協会事務局から各現場に配信します。

業務効率化についての情報共有、 業務の改善方法

緑化協会では、 管理やサービスの質を低下させずに経費を節減し、 環境負荷を低減する効

率的な公園・ 施設の管理運営を行うため、 ＥＭＳを運用して、 電力使用量の削減、 水道・ 燃

料使用量の節減のほか、 ごみ排出量の減量、 植物残渣のリサイクルなどに努めています。

また、 公園・ 施設の利用状況等に応じて、 効果的に維持管理計画を見直し作業効率を高め

るほか、 スタッフ等から提案された節約のためのアイディ アを積極的に採用し、 スタッフの

モチベーショ ンの向上につなげます。

① 計画

各公園・ 施設でのミ ーティ ングで、 経費節減の計画と目的、 経費節減の目標、 作業

手順等を周知し、 業務効率化の情報を共有します。

② 実行

作業状況や労務集計などをまとめた労務量の測定結果等を踏まえて、 マネージャー

がミ ーティ ングで状況等を説明し、 作業方法等の改善を指示します。

電力、 水道、 燃料は、 使用状況を監視・ 測定して効率化に努め、 削減につなげます。

また、 ごみについては、 分別の徹底や持ち帰りの呼びかけなどにより減量に努めます。

管理計画に基づき、 季節やイベント ごとに利用状況を把握して管理レベルを調整し、

その効果を測定します。

③ 評価

マネージャーが、 経費節減計画の項目ごとに結果を測定し、 月ごとと四半期ごとの

目標達成度を評価します。

④ 改善

マネージャーが、 目標達成度の評価に基づき、 業務計画、 作業手順、 指示系統等を

スタッフとともに検討して見直し、 次回の計画に反映させます。
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(3) 第三者に対する委託の方針

再委託することを予定する具体的な業務を示してく ださい。 また、 再委託の適正を確保するための方

策を具体的に示してく ださい。 特に、 再委託業務に従事する労働者の労働環境の維持向上に資する契約

の方針について、積極的にアピールしてく ださい。

（ ３ ） 第三者に対する委託の方針

当コンソーシアムでは、 機器の保守点検や機械警備等の特殊な専門性や資格が必要な業務等

については、 専門業者（ 原則として札幌市内の企業・ 団体） に委託し、 経費の節減とより質の

高いサービスの提供に努めます。

（ ３） －１ 具体的な再委託業務

当公園において再委託を予定する業務とその内容等は、 次のとおりです。

業 務 内 容 回数等

機械警備

前田森林公園管理事務所、展望ラウンジ、

休憩舎、ＰＧクラブハウス、

山口緑地管理事務所

通年（ 山口緑地管理事務

所及びＰＧクラブハウス

は営業期間中）

消防用設備点検 前田森林公園管理事務所、展望ラウンジ 2 回/年

電気工作物保守点検
前田森林公園・ 山口緑地

受電設備配線設備等点検
月次及び年次

自動ドア点検
展望ラウンジ、 ＰＧクラブハウス、

山口緑地管理事務所
2 回/年

遊具等点検 春と夏休み前の定期点検（ 詳細点検） 2 回/年

受水槽清掃・ 水質検査
前田森林公園・ 山口緑地の受水槽清掃、

水質検査
1 回/年

地下燃料タンク点検 展望ラウンジ灯油タンク点検 1 回/年

ト イレ清掃 冬期明日風公園 3 回/週

野生生物対応 子ガラスの保護、ハチの巣の撤去 適宜

塵芥処理 一般ごみ運搬処理 通年

産業廃棄物処理 産業廃棄物の運搬、 処理 適宜

除雪 前田森林公園駐車場等除雪
１５回/シーズン

※ 降雪状況により変動あり

（ ３） －２ 再委託の適正確保のための具体的方策

公正で透明性のある再委託を行うため、 当コンソーシアムでは以下のとおり取り組みます。

① 再委託が必要な業務については、 軽微な業務を除き事前に札幌市の承認を得ます。

② 再委託先については、 札幌市内の企業・ 団体を優先的に選考します。

③ 緑化協会では、 契約事務取扱要綱、 委託被指名者選考委員会要綱等により、 必要に応

じて入札又は見積り合わせを行い、 適正に委託先を決定します。

④ 再委託業務は、 業務終了後に、 完了検査に関わる書類の提出を求め、 検査員が履行を

確認します。 万一、 再委託業務が適正に履行されていない場合は、 是正指導します。

⑤ 再委託にあたっては、 労働基準法、 労働関係調整法、 最低賃金法その他労働環境に関

わる法令を遵守することを契約書に明記して、 その遵守を求めるとともに、 労働環境
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についての書面を提出してもらい確認します。

⑥ 施設内での安全管理等のルールやマナー、 環境への負荷軽減等について協力を求める

とともに、 常駐従事者がいる場合には、 当コンソーシアムスタッフと同じく 必要な研

修を受講させます。

⑦ 暴力団をはじめとする反社会的勢力への再委託はしません。 契約書には、 反社会的勢

力の関係者と判明した場合に契約を解除する旨の条項を明記します。 再委託先が反社

会的勢力の関係者であるか確認の必要が生じた場合は、 札幌市の「 暴力団排除にかか

る照会事務マニュアル」 に沿って対応することとし、 札幌市と協議を行い、 その指示

に従います。
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(4) 市民との協働、 地域等との連携による取組

ア 市民との協働や地域との連携

都市公園の管理運営や自主事業等の実施にあたっては、 市民との協働や地域との連携を図る必要があ

ります。そのための事業計画や方策について具体的に示してく ださい。

イ 札幌市等との連絡調整

協議会設置の方針(運営に当たっての基本的な考え方、 想定する参加者、 運営のサイクル等)を示して

下さい。

（ ４ ） 市民との協働、 地域等との連携による取組

ア 市民との協働や地域等との連携

アー１ 基本的考え方

緑化協会では以前より、 各公園にボランティ アコーディ ネーターを配置し、 市民や活動団

体との調整を図り、 市民協働の促進に積極的に取り組んできました。 当公園でも地域振興と

公園の魅力向上を図るため、 ボランティ アコーディ ネーターを配置し、 当公園がより魅力的

な市民活動の拠点となるよう地域をはじめとする市民や活動団体との連携・ 協働を推進して

いきます。

ボランティ アとの対等な関係

ボランティ ア活動により活動参加者が主体的・ 自発的に取り組むことができるよう、 活動

の過程で多く の人と組織が対等な関係でつながるよう支援協力します。

ボランティ アコーディ ネーターの配置

緑化協会では、 ボランティ アコーディ ネーターを配置することにより、 市民、 地域との調

整を図り、 市民活動の促進に積極的に取り組んできました。 当コンソーシアムにおいても市

民・ 地域と公園・ 緑地の結びつきを強化するための活動を継続します。

新たな活動の創成

現在公園・ 緑地で活動中のボランティ ア組織間を横断的に情報共有する機会をつく ること

により新たな活動の創出をサポート します。

アー２ 具体的な取組等

市民・ 地域との連携

前田森林公園と明日風公園では、 市民団体など地域住民の参加により、 公園に求めるテー

マや方向性、 利用方法等の検討を進めてきました。 今後も次のとおり、 これまでの連携協力

に加え、 新たな取組により、 当公園における市民協働の活性化につなげます。 また、 活動団

体・ 活動内容・ 関係機関等の情報を共有し相互交流などに役立てます。

① 協働イベント

前田森林公園では、 平成１５年度に活動を開始した「 前

田森林公園凸凹クラブ」 を中心に、 各市民団体との連携に

より様々 な協働イベント を実施してきました。 今後もイベ

ント の継続と拡充を図ります。
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② イベント の支援・ 協力

「 前田森林公園凸凹クラブ」 や「 手稲プレーパークの

会」 などの市民団体が主催するイベント 等に対して、 活

動場所の提供、 必要備品の確保や保管、 プログラムへの

協力といった支援をすることで、 より活動しやすい環境

をつく り、 市民活動の活性化につなげます。

③ 植物管理

明日風公園では、 緑化協会が開催した「 さっぽろ緑花園芸学校」 修了生などによる花壇

ボランティ ア「 フィ オーレ」 が活動しています。 今後も活動をサポート し、 美しい花壇づ

く りを継続します。

イ 札幌市等との連絡調整

札幌市との連絡調整を密接かつ円滑に行い、 当公園の利用促進や管理運営水準の向上につ

なげるため、「 前田森林公園等運営協議会（ 以下、「 協議会」 といいます。）」 を設立し、 次の

とおり運営します。

① 協議会の構成員は、 札幌市と当コンソーシアムの構成団体とします。

② 定例協議会は年１回開催し、 必要に応じて臨時協議会を開催します。

③ 協議会は当コンソーシアムが主催し、 運営に当たります。

④ 協議会では、 次の項目について協議します。

a 管理運営業務の報告

b 当公園の管理運営上の問題点や改善に関する事項

c 管理運営に関して、 新たに作成する各種規程、 マニュアル等の概略及び業務仕様書

において協議会で協議を行うことが定められている事項

d 市民サービスや管理水準の維持向上に向けた取組

e その他、 市民の要望等の反映など

⑤ 協議会の議事内容は当コンソーシアムで取りまとめ、 札幌市に提出します。
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(5) 財務

都市公園の資金管理に関する基本的な考え方を示してく ださい。

また、 都市公園における現金等の取扱についての基本的な考え方、 整備する規程（ 既に整備済の場合

は当該規程） の名称及び概要、 現金等の取扱に関し事故、 不祥事を未然に防ぐ具体的な仕組みを示して

く ださい。

（ ５ ） 財務

当コンソーシアムの業務分担では、 当公園の自主事業など、 現金等については緑化協会のみ

が取り扱います。 そのため、 現金等の取扱いにおける緑化協会の考え方、 規定等について次に

示します。

（ ５） －１ 資金管理に関する基本的な考え方

当公園で取り扱う現金は、「 準公金」 であると考えます。 緑化協会では、 厳格かつ適正な管

理に努め、 資金の元本を保全する安全性の確保を最優先とし、 日常の支出に対応可能な流動

性と効率性を勘案し、 計画性と透明性のある適切な保全策を講じて資金管理を行います。

① 安全性の確保 資金元本の安全性を確保するため、 ペイオフを勘案

し安全な管理を心がけ、 預金先である金融機関の経

営の健全性に留意します。

② 流動性の確保 月々の支払等に支障を来たさない必要な資金を確保

します。

③ 効率性の確保 安全性及び流動性を確保した上で、 効率的な資金調

達を図ります。

④ 計画性の確保 当公園に係る収支その他の経理に関する記録を、 各

年度単位で整備します。

⑤ 透明性の確保 経理事務の客観性と透明性を高めるために、 公認会

計士による外部監査を実施します。

（ ５） －２ 現金等取扱に関する基本的な考え方

当公園での現金等の取扱いにおいては、 内部牽制を機能させ、 次のとおり実行します。

① 複数スタッフによる相互牽制が機能する組織体制により、 現金等を取り扱います。

② 規程に基づき、 現金等の流れをチェックするとともに残高の確認を行います。

③ スタッフ相互による日々 のチェック及び月単位の定期的な検査・ 確認、 並びに保管

現金の限度額と入金サイクルを定めるとともに、 多額の現金は所持・ 保管しません。

（ ５） －３ 現金取扱規程

緑化協会で整備している現金取扱に係る規程は、 次のとおりです。

① 会計処理規則（ 財務及び会計の基本的事項、 勘定科目、 帳簿組織、 予算、 決算、 出

納、 固定資産等について規定）

② 処務規則（ 組織、 事務分掌、 専決・ 決裁、 公印管理等について規定）

③ 資金管理及び運用規則（ 運用管理方針、 運用の区分・ 方法等について規定）

④ 特定資産管理規則（ 特定資産の目的、 積立方法、 取崩要件等について規定）

⑤ 内部監査要綱（ 現金等の取扱事務を監査し、 事故の未然防止を図るために規定）

⑥ 公園・ 施設現金等取扱要綱（ 各公園・ 施設管理事務所等における現金出納から金融

機関への手続き、 現金取扱スタッフと職務範囲、 現金の保安等について規定）
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⑦ 事務局現金等取扱細則（ 事務局における小口現金、 現金収受、 領収書発行、 入金、

払出、 大金庫管理等について規定）

（ ５） －４ 現金等取扱に関する事故防止システム

緑化協会では、 現在実行している次の事故防止の仕組みを、 今後も継続します。

① 現金取扱の点検・ 調査

ａ 内部監査

年２回（ 定期内部監査による）

点検項目： 管理体制の整備・ 確認、 現金収納事務の執行、 現金等の保管状況、

金融機関への入金状況、 金券等の管理等

ｂ 公印及び預金通帳等の施錠管理

公印保管場所(事務局)  鍵保管者 － 経理責任者、 出納責任者

通帳保管場所(事務局) 鍵保管者 － 経理事務担当者２名

通帳保管場所(各施設) 鍵保管者 － 現金取扱責任者又は現金取扱担当者

ｃ 事務局経理事務担当者による現金出納簿の確認

月末締めの現金出納簿と売上金口座入金状況を確認

ｄ 外部監査人による監査

公認会計士２名により、 外部監査を実施

② 法令遵守・ 服務規律の確保

法令遵守と服務規律に係る研修等による啓発

採用時及び定期的な研修等により事故や事件を防止する意識の共有

③ 職場内コミ ュニケーショ ン

コミ ュニケーショ ンの活性化（ 毎日のミ ーティ ング）

管理監督者（ 管理職、 マネージャー等） による積極的声かけの徹底

④ キャッシュレス決裁の導入による現金事故防止

有料施設や売店等で順次キャッシュレス決裁の導入を検討

（ ５） －５ インボイス制度について

緑化協会では、 適格請求書発行事業の登録を受け、 インボイス制度で定められる事務処理

等を行います。

（ ５） －６ 現金等取扱に関して、 事故・ 不祥事が発生した場合

緑化協会では、 現金等の取扱いに関して、 万一事故や不祥事が発生した場合には、 直ちに

札幌市に報告し、 事件性がある事案については警察に届け出ます。

また、 当該事案の概要を記録した事故報告書を作成するとともに、 原因を究明して改善策

を策定し、 再発を防ぎます。


